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〇法体系における条例の位置づけについて 

日本国憲法 地方自治法 

〔地方公共団体の権能〕  

第９４条 地方公共団体は、その財産を管

理し、事務を処理し、及び行政を執行す

る権能を有し、法律の範囲内で条例を

制定することができる。 

 

第１４条 普通地方公共団体は、法令に違

反しない限りにおいて第２条第２項の

事務に関し、条例を制定することができ

る。 

 

第２条 

②普通地方公共団体は、地域における

事務及びその他の事務で法律又はこ

れに基づく政令により処理することと

されるものを処理する。 

⑯地方公共団体は、法令に違反してそ

の事務を処理してはならない。なお、

市町村及び特別区は、当該都道府県

の条例に違反してその事務を処理し

てはならない。  

⑰前項の規定に違反して行つた地方公

共団体の行為は、これを無効とする。 
 

※憲法上の「法律の範囲内」と地方自治法の「法令に違反しない限り」は同様の意味と解されて

います。 

 

 

≪条例制定権の範囲と限界≫ 

１．憲法に違反していないこと 

 

２．法律に違反していないこと 

 

３．愛知県条例に違反していないこと 

 

４．名古屋市が処理する事務に関するものであること 

  

 

資料２ 
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【参考】人権に関連する法律の例 

・男女共同参画社会基本法 

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

・こども基本法 

・いじめ防止対策推進法 

・こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 

・共生社会の実現を推進するための認知症基本法 

・障害者基本法 

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

・部落差別の解消の推進に関する法律 

・本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 

・ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 

・犯罪被害者等基本法 

・性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律 

・再犯の防止等の推進に関する法律 

など 

 


